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オウブンシャ追徴課税更正処分等取消請求事件 

第一審  東京地裁平成 13 年 11 月 9 日判決 

控訴審  東京高裁平成 16 年 1 月 28 日判決 

上告審  最高裁第三小法廷平成 18 年１月 24 日判決 

差戻控訴審  平成 19 年 1 月 30 日判決 

 

１．事案の概要 

（１）前提事実 

①H3.9.4 現物出資及び金銭出資により、オランダ法人Ａ社設立。Ａ社は、事業所、従

業員を有しないペーパーカンパニー。 

簿価 含み益

（出資財産）テレビＣ（テレビ朝日）株式（*1） 3,559株 11億05百万円 75億29百万円

Ｄ放送（文化放送）株式（*2） 150,000株 4億39百万円 6億05百万円

現金 1億06百万円 1億06百万円 1億06百万円 0

16億51百万円 81億33百万円

86億34百万円

10億44百万円

97億85百万円合計

時価

Ⅹ社は現物出資財産の簿価と時価との差額（81 億 33 百万円）を圧縮記帳により課税

の繰り延べ処理をしている。 

（*1）テレビ朝日、当時は非上場 

（*2）Ｄ社はＨテレビ（フジテレビ、当時は非上場）株式を 10,020 株保有及びＩ社株 

式 200 株（100%）保有 

（*3）Ｈテレビ（フジテレビ）株式 4,500 株保有 

②H7.2.13 Ｂ社設立 

③H7.2.13 

第三者割当増資 3,000 株（16 億 50 百万円相当） 

この結果、Ｂ社によるＡ社株式所有割合 0％→ 93.75％ 

Ⅹ社によるＡ社株式所有割合 100％→ 6.25％ 

④H7.3.1 Ⅹ社がＪ社を設立 

⑤H7.3.13Ａ社株主総会にて増資決議、同 3.15 増資払込み 

テレビＣ株式売却、1,242 株、＠540 万円、計 67 億 680 万円。 

売却価額評価は、時価純資産価額、法人税額等相当額は控除していない。 

⑥H7.3.24 

テレビＣ株式売却、335 株、＠540 万円、計 18 億 9 百万円。 

売却価額評価は、⑤と同じ。 

⑦H8.7.30 所有Ｃ株式の全て 3,559 株を 286 億 4,900 万円（＠8,049 千円）で文化放

送のオランダ子会社Ｉ社へ売却。なお、オランダの資本参加所得免税により法人所得

は免税。 
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⑧H8.9.5 Ｉ社は所有Ｃ株式の全て 3,559 株を、Ⅹ社の日本国内子会社Ｊ社へ 239 億

3,200 万円（＠6,724 千円）で売却。 

 

Ｈ7.12.27  

Ｈ7 年 9 月期法人税について、（本件に係る）所得金額 0 円、納付すべき税額を２億

６４９４万２３００円とする確定申告をし、同年 11 月 30 日に同申告に係る法人税額を

納付した（以下「第一審、事実」を引用）。 

 被告（課税庁）は、本件決議当時におけるＡ株式の資産価値が１株当たり２３４万６

２５２．５５ギルダー（１億３６４８万１５１１円）であったのに、原告（旺文社）が、

その価値を著しく下回る１株当たり１０１０．１ギルダー（平成７年２月１５日時点で

１ギルダーは５８．１７円）で３０００株もの新株をＢ社に発行する本件決議をするこ

とにより、旺文社が保有していたＡ株式の資産価値２７２億９６３０万２２１９円を一

挙に１７億１７０３万５９３４円まで減少させ、その差額である２５５億７９２６万６

２８５円相当額を、何らの対価も得ずにＢ社に移転させたもの（有価証券に係る利益の

計上もれ）と認め、このような行為は営利を目的とする法人の行為としては不自然・不

合理であり、法人税の負担を不当に減少させる行為であるとして、法１３２条を適用し、

上記資産価値の移転をＢ社に対する寄附金と認め、原告に対し、平成１０年１２月１８

日付けで、課税所得金額を次のアのとおり２４９億５３２０万４３５１円、納付すべき

税額を次のイのとおり９６億２２３９万３８００円とする本件更正処分及び１３億８８

６３万２５００円の過少申告加算税を賦課する本件賦課決定処分をした（甲２４９）。 

ア 課税所得金額 

申告所得金額０円（〔１〕）に対し 

加算分〔２〕有価証券に係る利益の計上もれ 

２５５億７９２６万６２８５円 

〔３〕寄附金の損金不算入額 

２５２億５９５２万５４５６円 

〔４〕加算金額合計（〔２〕＋〔３〕） 

５０８億３８７９万１７４１円 

減算分〔５〕寄附金として損金に算入すべき金額 

２５５億７９２６万６２８５円 

〔６〕繰越欠損金の当期控除額 

３億０６３２万１１０５円 

〔７〕減算金額合計（〔５〕＋〔６〕） 

２５８億８５５８万７３９０円 

差引所得金額（〔１〕＋〔４〕－〔７〕） 

２４９億５３２０万４３５１円 
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イ 納付すべき法人税額 

（ア）上記アの課税所得金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定により１０００

円未満の端数切捨て後のもの。）に、法６６条（各事業年度の所得に対する法人税の税

率）に規定する税率を乗じて算出した金額 

９３億５７４５万１５００円 

（イ）原告が被告に提出した平成７年９月期の法人税の確定申告書に記載した納付すべ

き法人税額 

２億６４９４万２３００円 

（内訳は、課税土地譲渡利益金額に対する税額２億９９７０万円から控除所得税額３４

７５万７６３６円を差し引いた金額。ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１

００円未満の端数切捨て後のもの。） 

（ウ）納付すべき法人税額（（ア）＋（イ）） 

９６億２２３９万３８００円 

 

 旺文社は、国税不服審判所長に対し、平成１１年２月５日、本件更正処分及び本件賦課

決定処分を不服として審査請求を行ったが、これに対する裁決は同日から３か月を経過し

てもされなかった。 

 

（２）事案の概要 

旺文社（納税者） 

第一審：原告、控訴審：被控訴人、上告審：上告人、差戻審：被控訴人 

課税庁 

第一審：被告、控訴審：控訴人、上告審：被上告人、差戻審：控訴人  

①第一審 東京地裁 平成 13 年 11 月 9 日  

原告が１００パーセント出資してオランダに設立した外国子会社であるＡ社の株主総会

において、新たに発行する新株全部を原告の外国における関連会社であるＢ社に著しく有利

な価額で割り当てる決議を行い、原告が保有していたＡ社株式の資産価値を何らの対価も得

ずにＢ社に移転させたとして、被告がその移転した資産価値相当額をＢ者に対する寄付金と

認定し、原告の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ、原告が、

本件更正処分のうち納付すべき税額を超える部分及び本件賦課処分はいずれも違法である

としてその取消しを求めた事案で、実質的に見て原告の保有するＡ社株式の資産価値がＢ社

に移転したとしてもそれが原告の行為によるものとは認められないとして原告の請求を認

めた事例。 

（主文） 

１ 被告が平成１０年１２月１８日付けでした原告の平成６年１０月１日から平成７年９

月３０日までの事業年度の法人税の更正処分のうち納付すべき税額２億６４９４万２３０
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０円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

②控訴審 東京高裁 平成 16 年１月 28 日 

オランダで設立された被控訴人の１００パーセント出資の外国子会社であるＢ社におい

て、増資がされ、発行された株式の全部が被控訴人のオランダにおける関連会社であるＣ社

に著しく有利な価格で割当てられたことにつき、被控訴人が保有するＢ社株式の資産価格を

Ｃ社に移転させたもので、移転した資産価値相当額がＣ社に対する寄付金に当たるとして、

控訴人が被控訴人の法人税について更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたとこ

ろ、被控訴人が右処分の取消しを求めた事案において、両者間における無償による持分の譲

渡がされたと認定することができ、法人税法２２条２項に該当する事実が生じたとして、両

処分を取消した原判決を取消して、被控訴人の請求を棄却した事例。 

（主文） 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。 

 

③上告審 最高裁第三小法廷 平成 18 年１月 24 日 

旺文社（以下「上告人」という。）がオランダにおいて設立した１００％出資子会社であ

るＡ社が、その発行済株式総数の１５倍の株数の新株を上告人の関連会社であるＢ社に著し

く有利な価額で発行したことに関し、課税庁が、上告人の有するＡ社株式の資産価値のうち

上記新株発行によってＢ社に移転したものを、上告人のＢ社に対する寄附金と認定し、上告

人の本件事業年度の法人税の増額更正及びこれに係る過少申告加算税賦課決定をしたため、

上告人が、申告額を超える部分に係る本件各処分の取消を求めた事案の上告審で、上告人の

保有するＡ社株式に表章された同社の資産価値の移転は、上告人の支配の及ばない外的要因

によって生じたものではなく、上告人において意図し、かつ、Ｂ社において了解したところ

が実現したものということができるから、最高裁は法人税法 22 条２項にいう無償取引に当

たるというべきであるとした。 

また、原審(東京高裁)のＡ社の保有する株式の評価方法には誤りがあるとして、原判決(高

裁)を破棄し、原審に差し戻した事例でもある。 

（主文） 

原判決を破棄する。 

本件を東京高等裁判所に差し戻す。 
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④差戻控訴審 東京高裁 平成 19 年 1 月 30 日 

被控訴人が、１００パーセント出資の外国子会社Ａ社を設立後、同社が増資して新株

全部を被控訴人の関連会社Ｂ社に著しく有利な価額で割り当てたところ、税務署長が、

移転した資産価値相当額がＢ社に対する寄付金にあたるとして、本件更正処分及び過少

申告加算税賦課決定をしたので、被控訴人が本件各処分の取消を求めて提訴した事案の

差戻後控訴審において、被控訴人はＡ社に対する持株割合を激減させ、Ｂ社の持分割合

を９３．７５パーセントとすることにより、資産価値の大部分を対価を得ることなくＢ

社に移転させる意図であったと認定し、法人税法２２条２項の「無償による資産の譲渡」

にあたるとした上で、Ａ社の保有する株式の評価方法について、配当還元方式で評価す

ると著しく不合理な結果を生じるので、時価純資産価額方式により評価するのが相当と

して、納付すべき金額を計算し、これを超える部分について処分を取消し、その余の請

求を棄却した事例。 

（主文） 

一 原判決を次のとおり変更する。 

（１）本郷税務署長が被控訴人に対し、平成一〇年一二月一八日付けでした、被控  

訴人の平成六年一〇月一日から平成七年九月三〇日までの事業年度に係る法人税 

の更正処分のうち、納付すべき税額八三億七〇三五万五四〇〇円を超える部分及 

び過少申告加算税の賦課処分のうち一二億〇〇八二万六五〇〇円を超える部分を 

取り消す。 

（２）被控訴人のその余の請求を棄却する。 

二 訴訟の総費用は、これを五分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控 

訴人の負担とする。 

 

２．争点 

本件の争点は、本件更正処分及び本件賦課決定処分の適法性であり、被告は、本件更正処

分の適法性の根拠として、主位的に法２２条２項の適用を、予備的に法１３２条１項１号の

適用を主張し、原告は、同主位的主張が時機に遅れた攻撃防御方法として却下されるべきで

ある旨を主張するほか、被告の主位的主張及び予備的主張のいずれも争い、さらに、仮に被

告の上記主張のいずれかが認められる場合につき、被告の主張する課税標準の基礎となる株

式の資産価値評価を争い、かつ、本件賦課決定処分については原告には国税通則法６５条４

項にいう「正当な理由」があったと主張している。（第一審、東京地裁）による 

 

以下、争点のまとめ 

【争点１】 

Ｂ社引受け本件増資と法法 22②無償による資産の譲渡等（寄附金課税）如何 
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【争点２】 

Ｂ社引受け本件増資と法法 132①一（同族会社の行為否認規定）に基づく課税 

【争点３】 

Ｂ社引受け本件増資による資産の移転額、課税額 

【争点４】 

 Ａ社の保有するＤ放送株式の評価方法について（最高裁） 

【争点５】 

 Ｄ放送及びＩ社が保有するＨテレビ株式の評価方法について(最高裁) 

【争点６】 

Ａ社が保有するテレビＣ株式の評価方法について(最高裁) 

【争点７】 

 訴訟手続、課税手続上の問題、課税の憲法違反 
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【争点１】 Ｂ社引受け本件増資と法法 22②無償による資産の譲渡等（寄附金課税）

如何 

＜納税者の主張＞ 

（第一審、東京地裁） 

本件更正処分において法２２条２項を適用して原告に課税をすることは、平等原則を定め

た憲法１４条に反して違憲である。 

 平成１０年改正前の法は、その５１条等に基づき、多額の含み益を有する有価証券を現物

出資して海外子会社を設立し、当該有価証券の圧縮記帳を行った上で、当該現物出資者であ

る親会社が当該海外子会社株式を譲渡するという方法以外の方法により、すなわち、当該海

外子会社に他の法人の資本参加を得たり、当該有価証券を当該海外子会社が売却したり、当

該海外子会社が他の法人と合併したりする等の方法により、当該有価証券の有する含み益に

対する我が国の課税当局による課税を適法に回避できた。これを本件増資に当てはめると、

本件増資が平成１０年改正前に行われていたとすれば、Ａ社がＢ社の資本参加を得るという

方法で原告が現物出資した資産の資産価値を社外流出させたとしても、これに対して我が国

の課税権は及ばなかったのである。 

 したがって、本件増資を法２２条２項の課税要件該当事実と捉えて原告に対して課税する

とすれば、平成１０年改正以前に全く同様の行為を行った他の同族会社については課税しな

いのに、原告に対してのみ課税することになり、課税処分の執行の平等原則（憲法１４条）

に反し、処分違憲となるのである。 

（控訴審、東京高裁） 

ア 本件増資により，資産価値は移転しない。 

（ア）キャピタルゲインへの課税は，株主が会社に対する管理支配権を行使したかどうかで

はなく，当該キャピタルゲインが株主に帰属したか否かによる。本件増資においては，被控

訴人の保有する旧株式２００株についてのキャピタルゲインの全部又は一部が，抽象的所有

権に止まったまま（利得が実現されることなく），失われたのであり，未だ実現していない

利得は，課税されるべきではない。 

（イ）法２２条２項は，すべての無償による資産の譲渡又はその他の無償取引から必ず益金

が発生する旨を規定しているのではなく，同条４項の「一般に公正妥当と認められる会計処

理の基準」に従って益金を計算するに際し，「無償による資産の譲渡」又は「その他の無償

取引」から益金が発生する場合があり得ることを規定しているにすぎない。 

（ウ）会計学上，利益の実現があったといえるためには「資産」の移転がなければならない

とされ，「資産価値」の移転だけでは，利益の実現が生じない。 

（エ）法２２条２項の「取引」について税法上格別の規定がない以上，その意味は一般私法

におけるのと同じと解すべきである。 

（オ）法人税法は法人単位で課税し，Ａ社が出資資産を管理処分する行為は，株主である被

控訴人自身の割合的持分の管理処分とは評価されない。 
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イ 法施行令１１９条の１１ 

 被控訴人の保有するＡ社株式２００株は，本件増資により譲渡されてはいない。増資等に

よる持株比率の変化は，法２２条２項の資産の譲渡その他の取引に当たらず，平成１２年法

施行令１１９条の１１の創設により，初めて，それに当たるとみなされることになった。同

条創設前にされた本件増資による持株比率の変化についての課税は，租税法律主義に反する。

また，同条創設後においても，本件増資により，被控訴人の株式保有割合は，２０％未満（１

００％から６．２５％）となり，「満期保有目的等有価証券」から「その他の有価証券」に

区分変更されるものの，課税対象とはならない。 

ウ 新株の有利発行 

（ア）新株の有利発行により旧株式の含み益が減少しても，減少した含み益が実現されたも

のとして旧株式の帳簿価格を評価換えし，評価益を計上することはない。 

（イ）控訴人の主張する会計処理方法を法２２条４項の会計処理の基準と解することは，広

く一般社会において確立した会計慣行を排除するもので，憲法８４条，３０条に反し，また，

被控訴人だけに課税するもので，憲法１４条１項に違反する。 

（ウ）第三者有利発行の場合，法施行令３８条１項２号に基づき，新株主が，払込価額と時

価との差額を受贈益として課税され，本件においても，新株主にのみ課税され，法２２条２

項により旧株主には課税されないと解釈すべきである。 

エ 所得税法施行令８４条 

 所得税法施行令８４条は，新株主が有利な発行価額により新株等を引き受ける権利は，旧

株主からではなく，新株の発行会社から与えられると規定している。第三者有利発行の際，

所得税法上，新株主が新株の時価と払込価額の差額につき受贈益として課税される。法人税

法上もこれと異別に解すべき理由はなく，新株等は，旧株主（被控訴人）からではなく，新

株発行会社（Ａ社）から新株引受人（Ｂ社）に与えられる。本件増資により被控訴人が資産

価値（Ａ社発行の旧株２００株の含み益）をＢ社に贈与したとする控訴人の主張は，本件増

資に係る新株発行につき，〔１〕Ａ社からＢ社への贈与と〔２〕被控訴人からＢ社への贈与

という両立不可能な２つの法的評価に基づく主張をしているのであって，論理が破綻してい

る。 

 本件増資については，憲法８４条の租税法律主義の要請を満たすべきで，旧株主たる被控

訴人に対して法２２条２項により課税することはできない。 

オ 法５１条の改正経緯 

 従前，特定現物出資により設立された海外子会社が第三者有利発行を行った場合，親会社

は，当該出資資産の含み益に対して課税されず，平成１０年改正により課税されるようにな

った。上記改正前にされた本件増資につき，改正後と同じ結果となる課税を認めることは，

改正経過を無視し，法２２条２項及び４項の解釈を誤るもので，憲法１４条に違反（適用違

憲）する。 

カ 譲受人（新株主）との二重課税 
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 控訴人の解釈によれば，法人間の資産の無償譲渡につき，譲渡法人Ⅹ社には時価から取得

原価及び寄附金の損金算入限度額を控除した金額に課税され，譲受法人Ｂ社には譲渡財産の

時価相当額が益金として課税され，両者に対する課税総額は，その担税力の総額である譲渡

益相当額を超え，私有財産権を保障した憲法２９条に違反する。 

キ いわゆるｂ株 

 本件増資新株は，額面金額の価値しか有しないｂ株（種類株）で，残余財産分配請求権が

額面金額（払込金額）に限られ，控訴人の有していたＡ社株式の資産価値（含み益）は，本

件増資によりＢ社に移転しない。すなわち，被控訴人，Ａ社及びＢ社の三社は，本件増資時

から，Ｂ社の保有するＡ社株式を額面金額の価値しか有しないｂ株（種類株）とするとの共

通の認識を有していた。Ａ社は、本件増資に際し，定款を変更してＢ株を創設すべきところ，

事務手続上の過誤により，定款変更をせず，平成８年春，代表取締役の田中和成がこれに気

付き，上記三社は，同９年７月２８日，増資時から想定していたとおりの定款変更を確認す

る合意をし，同１０年３月１０日，定款変更がされた。増資新株は，オランダ税務当局によ

るタックス・ルーリングによっても，ｂ株と認められている。 

 

＜課税庁の主張＞ 

（第一審、東京地裁） 

本件増資新株の発行に関する条件は、原告（旺文社）の意思によりいかようにも定めるこ

とができたものであり、既存株主である原告は、保有していたＡ社株式の価値のうち２５５

億７９２６万６２８５円を何らの対価を求めることもなく新株主であるＢ社に移転させた。

したがって、本件決議は、原告が保有するＡ社株式の価値の一部をＢ社に贈与する行為にほ

かならない。これは、法においては、同価値を時価により実現したものと解すべきであるか

ら、原告から社外流出した限度において、法２２条２項の「無償による資産の譲渡…その他

の取引…に係る…収益」（以下「無償取引に係る収益」という。）として課税の対象となる

ものである。 

（控訴審、東京高裁） 

（ア）Ｂ社は，本件増資決議により，Ａ社の資産の帳簿価額（当時約２５１５万ギルダー）

の約１２％，時価相当額（約２億７２９６万ギルダー）の約１％に相当する３０３万０３０

３ギルダーの増資払込みにより，発行済株式総数３２００株の９３％を超える３０００株を

取得した。 

（イ）被控訴人（旺文社）は，Ａ社の１００％株主として，本件増資決議により，自らの意

思に基づき，被控訴人の保有するＡ社株式の資産価値の大半をＢ社に取得させた。 

（ウ）本件増資は，被控訴人，Ａ社及びＢ社の合意に基づき，Ａ社株式の資産価値を分割し，

対価を得ることなく，その資産価値の一部を被控訴人からＢ社に移転させたもので，法２２

条２項の無償による資産の譲渡又はその他の取引及び法３７条２項の寄附金に該当する。 

イ 被控訴人の指摘に対する反論等 
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（ア）資産の譲渡等 

ａ 法２２条２項が，法人の有償又は無償による資産の譲渡等に係る収益を益金に算入する

旨定める趣旨は，法人が管理支配権を行使して資産価値を他に移転し，資産が法人の支配を

離脱し，他に移転する際，これを契機として顕在化した資産の経済的価値の担税力に着目し

て清算課税しようとするもので，上記規定は，いわゆるキャピタル・ゲインに対する課税を

定める。 

ｂ 資産の譲渡又はその他の取引とは，法人が資産に対する管理支配権を行使してその資産

価値の全部又は一部を他に移転すること，すなわち所得を構成する資産の増加を認識すべき

一切の場合を意味し，法律行為的な取引に限定されない。 

ｃ 法２２条２項，３項及び５項は，資本等取引を課税所得から除外し，会社の共同所有者

たる株主が拠出した資本を会社が利用したことによる資産の増減のみを所得計算に用い，会

社と株主との間の出資や利益配当に基づく会社の純資産の増減に対しては課税しないこと

を明らかにしている。 

（イ）法施行令１１９条の１１ 

 平成１２年の法人税法改正により期末に計上される有価証券の評価に関する規定が設け

られ，これに伴い，標記規定が設けられ，資産の譲渡がされないものの，保有目的のみが変

わった場合のみなし譲渡についての課税の規定が設けられたが，資産を社外に流出させた本

件に関わりを有しない。 

（ウ）新株の有利発行 

ａ 資金調達のための新株の有利発行は，これにより，旧株主の有する会社資産に対する割

合的持分の移転が生じても，迅速な資金調達のためであり，経済的合理性を欠くとはいえず，

これについては，無償取引に係る収益として移転した資産価値が益金に計上される一方で，

上記の割合的持分の移転に伴う損金算入が否認されず，課税所得が生じない。これに対し，

本件増資は，旧株主と新株主の持株割合を１対１５，出資割合を９９対１とし，無償で企業

譲渡を行うもので，経済的合理性を欠き，移転に伴う損金算入は認められず，寄附金に該当

する。 

ｂ 資金調達のための新株の有利発行の場合，現行商法においては，定款に別段の定めがな

い限り，発案権が取締役会にあり，株主は発案を受けて初めて割合的持分権を管理支配する

機会を与えられ，承認するかどうかの二者択一的方法のみ有し，決議の成立は他の株主の議

決権行使の結果次第である。これに対し，被控訴人は，割合的持分権を管理支配する機会を

常に保有し，内容を自由に決定でき，割当を履行代行者的に利用することができた。両者の

課税が異なることは，不合理ではない。 

（エ）法５１条の改正経緯について 

 本件と法５１条改正とは直接関係がない。すなわち，Ａ社の資産が増加すれば，同社株式

に係る含み益は増加し，法５１条の圧縮記帳がなければ含み益が生じないということはない

し，含み益が生じていれば法５１条の改正後に本件増資が行われても，本件と同じ問題が生
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ずる。 

（オ）二重課税の主張について 

 被控訴人に対する課税はキャピタルゲインによるものであるのに対し，Ｂ社の益金は受贈

益であり，このような事態は，資産の無償譲渡の場合に常に生じ，憲法２９条に違反するも

のではない。 

（カ）いわゆるＢ株 

 本件増資が額面金額の価値しか有しないＢ株の増資であり，過去に遡って定款変更したこ

とを承認したというオランダの税務当局によるタックスルーリングを根拠として資産の譲

渡に当たらないとする被控訴人の主張は，タックスルーリングが，税法の具体的取扱につい

ての承認であって，背景となった具体的事実の法律的効果を承認するものでなく，また，定

款変更についての記述は瑕疵に気付いて将来に向かって変更するというのにとどまり，理由

がない。 

 

＜判決＞ 

（第一審）平成 13 年 11 月９日 東京地裁（納税者勝訴） 

親会社は何もしていないから親会社の取引とは言えず、法人税法 22②無償取引の規

定を適用することはできない。 

（控訴審）平成 16 年１月 29 日 東京高裁（原判決取消） 

結果として子会社の支配権が移転しているから、法人税法 22 条の「無償による資産

の譲渡」に該当する。 

（上告審）平成 18 年１月 24 日 最高裁第三小法廷（原審破棄差戻し） 

法人税法 22 条の「無償による資産の譲渡」に該当する。 

 

＜判決理由＞ 

（第一審、東京地裁） 

実質的にみて原告の保有する Ａ社株式の資産価値がＢ社に移転したとしても、それ

が原告の行為によるものとは認められないから、同資産価値の移転が原告の行為による

ことを前提としてこれに法２２条２項を適用すべきである旨の被告の主位的主張には

理由がない。  

（控訴審、東京高裁） 

（１）本件増資と法人税法２２条２項に規定する無償による資産の譲渡等 

ア 株主は，株式を通じ，株式会社の資産を所有し，支配するのであり，清算を待つまでも

なく，株式の移転を通じ，株式に表彰された株式会社の資産価値を取得することができ，株

式の価額は，額面金額ではなく，市場において定まる価額（上場株式）又は株式会社の資産

の実態に基づいて評価される価額（非上場株式）により定まると解せられる。 

イ 本件において，被控訴人，Ａ社，Ｂ社及びＥ文化財団につき，甲及び乙が代表取締役，
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理事長，取締役等に就任し，同財団が被控訴人の株式の約５０％，被控訴人がＡ社の株式の

１００％をそれぞれ保有し，同財団の１００％出資により，本件増資決議の日（平成７年２

月１３日），Ｂ社が設立され（前提事実），Ａ社は，持株会社としての活動，融資，投資等を

目的とし，設立（平成３年）後本件増資時（同７年）まで，事業所を有せず，従業員のいな

いいわゆるペーパーカンパニーで（甲１，乙２，３，１５），被控訴人は，Ａ社の全株式２

００株を保有していたが，本件増資により，持株割合により示せば，被控訴人のそれが１６

／１６から１／１６（２００／３２００）に減少し，ｃ社のそれが１５／１６（３０００／

３２００）となった（前提事実）。 

ウ 上記認定事実の下においては，Ａ社における上記持株割合の変化は，上記各法人及び役

員等が意思を相通じた結果にほかならず，被控訴人は，Ｂ社との合意に基づき，同社からな

んらの対価を得ることもなく，Ａ社の資産につき，株主として保有する持分１６分の１５及

び株主としての支配権を失い，Ｂ社がこれらを取得したと認定評価することができる。そし

て，被控訴人が上記資産に係る株主として有する持分をＢ社からなんらの対価を得ることも

なく喪失し，同社がこれを取得した事実は，それが両社の合意に基づくと認められる以上，

両社間において無償による上記持分の譲渡がされたと認定することができる。 

エ 両社間における無償による上記持分の譲渡は，法２２条２項に規定する「無償による資

産の譲渡」に当たると認定判断することができる。尤も，上記「持分の譲渡」は，同項に規

定する「資産の譲渡」に当たるとすることに疑義を生じ得ないではないが，「無償による・・

その他の取引」には当たると認定判断することができるというべきである。すなわち，上記

規定にいう「取引」は，その文言及び規定における位置づけから，関係者間の意思の合致に

基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念として用いられていると解せられ，上

記のとおり，被控訴人とＢ社の合意に基づいて実現された上記持分の譲渡をも包含すると認

められる。そして，本件において，法２２条２項に規定する無償による「資産の譲渡」又は

「その他の取引」は，遅くとも，Ｂ社により引き受けた増資の払込みがされた時に発生した

と認められる。 

オ 付言するに，被控訴人とＢ社間の上記持分の譲渡は，両社の合意に基づくものであり，

被控訴人の（株主としての）行為が子会社であるＡ社の行為とみなされることによるもので

はないし，その実現につき，Ａ社の株主総会における本件増資決議を介在させていることの

故に，両社の合意に基づくものであることが否定されるものでもない。また，本件増資を介

して生じた上記持分の譲渡が上記両社の合意に基づくと認定できるものであるかぎり，課税

を免れず，本件増資の目的により課税が左右されることもない。 

カ 本件増資は，いわゆる節税を意図して企画されたことは明らかで，納税者として，いわ

ゆる節税を図ることは，もとより，なんら正義に反することではない。本件訴訟につき，Ａ

社とＢ社間の行為で，被控訴人とＢ社間に何らの行為もないことを理由に法２２条２項の適

用を否定するのは，裁判所としての事実認定の責務を果たしておらず，判決の理由としても，

不備がある。被控訴人（Ｅ文化財団が約５０％の株式を保有する。）が１００％株主として
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可決した本件増資決議に基づき，Ｂ社（前記財団が１００％株主）が増資株式を取得し，Ａ

社の持株割合に変動を生じた事実及び乙が２社の代表取締役・２社の役員である事実は，本

件においては，原審以来，ほぼ争いがない。当事者双方は，持株割合の変動が，上記関係法

人及び役員の合意に基づくことを前提として，これにつき，控訴人が，Ａ社の資産の譲渡等

法２２条２項に当たると主張し，被控訴人が，これに当たらない等として争って来た。持株

割合の変動が資産の譲渡等に当たるかどうか，資産の評価額等がいくらとなるかこそが，本

件における重要な論点で，当事者も，真摯に論争してきた。原審は，関係当事者の意思及び

その結果生じた事実を全体として見ず，一部を恣意的に切り取って結論を導いた誹りを免れ

ず，争点について判断し，紛争を解決に導くべき裁判所の責任を疎かにするものと評せざる

を得ない。 

（２）被控訴人の主張について 

ア 資産の譲渡等 

 前記認定の，本件における関係法人相互の持株の状況，役員構成の下で，関係者の合意に

基づき，Ａ社における本件増資を介して同社の株式をＢ社に取得させたことにより生じた被

控訴人の持株割合の変動は，これにより，被控訴人とＢ社の合意に基づき，被控訴人の保有

するＡ社の株式が表彰する資産価値がＢ社に移転したと認めることができる。たしかに，同

社が増資株式を取得した時点においては，資産価値の移転が生じたと認めうるものの，直ち

には，Ｂ社が資産を取得し，被控訴人がこれを喪失したことを実感しうる事態が生じてはい

ない。しかしながら，Ｂ社は，上記時点以降いつでも，取得した増資株式を処分し，これに

より，その表彰するＡ社の資産価値を実現しうる権利を取得し，反対に，被控訴人がこれを

喪失するのであり，このような法的効果に着目すれば，本件増資により，被控訴人はＢ社に

対して法２２条１項に定める無償による資産の譲渡又はその他の取引をしたと認めること

ができる。 

イ 法施行令１１９条の１１の新設 

 増資等による持株割合の変化が法２２条２項に規定する資産の譲渡に当たるとして課税

されることは，標記法令の規定の新設により明文上も明らかとなったというべきで，これに

より，初めて可能となったと解すべき理由もなく，租税法律主義に違反するとする被控訴人

の主張は，前提を欠く。 

ウ 新株の有利発行との異同 

 当裁判所は，前記認定事実の下において，Ａ社における新株の有利発行を手段として，被

控訴人がＢ社に対して法２２条１項に定める無償による資産の譲渡又はその他の取引をし

た場合に当たると判断した。この判断の下においては，被控訴人に対する課税が新株の有利

発行に対する課税と異なるのは当然で，新株の有利発行に対する課税との異同の故に上記判

断は，左右されない。 

エ 所得税法施行令８４条との関係 

 新株を引受ける権利が，他の株主からではなく，新株を発行する会社から与えられること
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は，標記法令の規定を待つまでもなく，会社法の理解から導かれる。本件においては，前記

認定のとおり，１００％株主である被控訴人の意思により可決成立した株式発行会社の株主

総会決議から同会社により割り当てられた新株の引受に至る経緯，換言すれば，被控訴人が，

その意思に基づき，Ａ社の新株割当てを介在させる方法により，同社についての持株割合に

変化を生じさせた経緯をとらえ，法２２条２項に定める無償による資産の譲渡等が行われた

と認定しうると判断したのであり，この判断は，標記法令の定めに左右されるところはない。 

オ 法５１条の改正経緯との関係について 

 平成１０年の改正前は，現物出資により設立した海外子会社の株式を取得する親会社が圧

縮記帳により課税を繰り延べることができ，改正後，上記繰り延べが許容されなくなった。

本件においては，前記改正前においても，前記事実経過の下で，親会社である被控訴人が子

会社の増資により持株割合に変化を生じさせたことが資産の譲渡等に当たり，法２２条２項

により，課税要件を満たすと認めたのである。換言すれば，前記改正前，繰り延べられた課

税について課税の要件を満たすべき事実が生じたと認められた結果にほかならず，標記法の

規定の改正前に改正後の結果を先取りするものではなく，このような理解を前提とする憲法

１４条違反の主張も前提を欠く。 

カ 二重課税について 

 被控訴人は，本件事実経過の下で生じたと認められる資産の譲渡等につき，キャピタルゲ

インに課税され，Ｂ社は，新株引受に係る受贈益に課税されるのであり，税法の予定すると

ころで，憲法２９条違反の主張も，前提を欠く。 

キ いわゆるＢ株（種類株） 

（ア）Ａ社は，定款上，株式に種類を定めてはおらず（乙１５），本件増資に際し，資本金

の増額について定款変更したものの，種類株を設けることについては，定款変更していない

（甲６（清水の陳述書）においても，本件増資に当たり，理由はともかく，種類株を設ける

ことについての定款変更がされなかったことが前提とされている。）。 

（イ）被控訴人の主張（被控訴人，Ａ社及びＢ社の三社は，本件増資時から，Ｂ社が取得す

る株式はＢ株とするとの共通の認識（合意）があり，平成９年７月２８日，本件増資時から

想定していた定款変更案を確認する合意をし，平成１０年３月１０日，定款変更がされた。）

によっても，定款変更が増資後にされたというのであり，Ｂ社が取得した株式が増資当時定

めのなかった上記Ｂ株であると認めることはできない（増資後にされた種類株を設ける定款

変更により，既に発行された株式の表彰する権利内容に変更を生じると解することはできず，

オランダの法令がこれを許容するとも認め難い。）。Ｂ社及びＡ社によるオランダの税務検査

官に対する照会及びこれに対する確認の結果をも踏まえても，同じである。 

ク 租税法律主義違反，憲法違反等について 

 前記認定判断の下においては，被控訴人がるる主張する，その他の租税法律主義違反及び

憲法違反の主張も前提を欠くか，又は理由がない。 
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（上告審、最高裁） 

上告人は，Ａ社の唯一の株主であったというのであるから，第三者割当により同社の新株

の発行を行うかどうか，だれに対してどのような条件で新株発行を行うかを自由に決定する

ことができる立場にあり，著しく有利な価額による第三者割当増資を同社に行わせることに

よって，その保有する同社株式に表章された同社の資産価値を，同株式から切り離して，対

価を得ることなく第三者に移転させることができたものということができる。そして，上告

人が，Ａ社の唯一の株主の立場において，同社に発行済株式総数の１５倍の新株を著しく有

利な価額で発行させたのは，上告人のＡ社に対する持株割合を１００％から６．２５％に減

少させ，Ｂ社の持株割合を９３．７５％とすることによって，Ａ社株式２００株に表章され

ていた同社の資産価値の相当部分を対価を得ることなくＢ社に移転させることを意図した

ものということができる。また，前記事実関係等によれば，上記の新株発行は，上告人，Ａ

社，Ｂ社及び財団法人Ｅの各役員が意思を相通じて行ったというのであるから，Ｂ社におい

ても，上記の事情を十分に了解した上で，上記の資産価値の移転を受けたものということが

できる。 

 以上によれば，上告人の保有するＡ社株式に表章された同社の資産価値については，上告

人が支配し，処分することができる利益として明確に認めることができるところ，上告人は，

このような利益を，Ｂ社との合意に基づいて同社に移転したというべきである。したがって，

この資産価値の移転は，上告人の支配の及ばない外的要因によって生じたものではなく，上

告人において意図し，かつ，Ｂ社において了解したところが実現したものということができ

るから，法人税法２２条２項にいう取引に当たるというべきである。 

 そうすると，上記のとおり移転した資産価値を上告人の本件事業年度の益金の額に算入す

べきものとした原審の判断は，是認することができる。論旨は，採用することができない。 
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【争点２】 Ｂ社引受け本件増資と法法 132①一（同族会社の行為否認規定）に基づく

課税 

＜納税者の主張＞ 

（第一審、東京地裁） 

ア 本件更正処分の根拠となった法１３２条は、同族会社と非同族会社との間で、同族会社

は非同族会社では容易になし得ないような行為・計算をする蓋然性が高いとする相対的な蓋

然性のみを根拠として、租税負担の非合理的な不公平を来たすものであり、そもそも立法事

実を欠くものであるから、平等原則を定めた憲法１４条に反する。 

 また、法１３２条は、課税要件の明確性を欠き、課税要件明確主義をその内容の一つとす

る租税法律主義を定めた憲法８４条、３０条に反し、違憲（法令違憲）である。 

イ 本件に法１３２条を適用して課税した本件更正処分は、平等原則を定めた憲法１４条、

課税要件明確主義をその内容の一つとする租税法律主義を定めた憲法８４条、３０条に反し、

違憲（適用違憲）である。 

 すなわち、同族会社と非同族会社とで、全く同一の行為・計算を行っていながら、非同族

会社の場合には「行き過ぎた節税策」とはしながらこれを容認する一方で、同族会社が行っ

た場合には租税回避行為であるとして法１３２条を適用して課税をするというのでは、同族

会社と非同族会社との間の租税負担の公平を図った同条の立法趣旨に反するだけでなく、平

等原則を定めた憲法１４条１項に反することは明らかであり、同族会社である原告に対して

のみ法１３２条を適用して課税する本件更正処分は違憲である。 

 また、被告は、法１３２条の否認権行使の謙抑性に反して本件に同条を適用し、また、本

件における同条の適用に当たって、その比較概念たる「不当性」を定義するために必須の標

本行為を示しておらず、本件への法１３２条の適用は、憲法８４条、３０条に反する。 

ウ 本件更正処分は、法１３２条の「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」との適

用要件を欠き、違法である。 

エ 上記（２）（原告の主張）エのとおり、本件増資新株はＢ株であって、Ｂ株の価値はそ

の額面価額であり、また、形式的にはそうでないとしても、本件増資新株は実質的にＢ株で

あったから、本件更正処分は実質課税の原則に反し違法である。 

（控訴審、東京高裁） 

ア 違法な租税回避行為を行い得るのは，同族会社に限られず，非同族会社の同種行為の方

が，容易にはなし得ない行為，計算を敢えて行うという点で，より悪質であり，行為，計算

の否認の対象を，同族会社等のそれに限定する法１３２条１項１号は，憲法１４条に違反す

る。 

イ 法１３２条１項１号は，税務署長が法人税の負担を不当に減少させると判断した場合，

裁量で課税できると定め，客観的，合理的基準により課税される保障がなく，租税法律主義，

課税要件明確主義を定めた憲法８４条，３０条に違反する。 

ウ〔１〕株式の第三者有利発行の際，旧株主には課税されず，〔２〕平成１０年の法５１条
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改正前には，圧縮記帳された現物出資に係る資産の含み益に対し，結果的に日本国の課税権

が及ばなかったことなどの事情から見ると，本来課税できない被控訴人の行為，計算にのみ

法１３２条１項１号を適用してした本件更正処分は，平等主義を定めた憲法１４条に違反す

る。 

エ 控訴人は，被控訴人の法人税負担が最も重くなる行為，計算を恣意的に設定して課税し

ており，本件更正処分は，課税要件明確主義をその内容の一つとする租税法律主義を定めた

憲法８４条，３０条に違反する。 

オ Ｂ社は，増資の対価を支払うなら，被控訴人にではなく，保有株の価値を高めるために

Ａ社に払い込むのであり，被控訴人への支払を合理的な行為という控訴人の主張は，法１３

２条１項１号の前提を欠く。 

 

＜課税庁の主張＞ 

（第一審、東京地裁） 

 仮に、本件においてＢ社が得た利益が法２２条２項の無償取引に係る収益に計上できない

としても、法１３２条の適用により本件更正処分は適法である。 

 法１３２条は、同族会社においては、会社の意思決定が少数の株主等の意思により左右さ

れ、不当に租税を回避するような行為又は計算が容易にされ得ることに配慮し、これを是正

し、租税負担の公平を図ろうとするものであり、そのような行為又は計算が行われた場合に、

それを通常あるべき行為又は計算に引き直し、納付すべき税額を計算しようとするものであ

る。 

 同族会社の不自然・不合理な行為・計算によって、法２２条２項により益金に算入できな

い利益移転がされている場合は、まさに法１３２条に定める法人税の負担を不当に減少させ

る行為にほかならない。 

 本件において、原告は、上記（被告の主張）ア（ウ）のとおり、本件決議によって、Ｂ社

への第三者に対する新株の有利発行を行わせ、旧株主である原告から新株主であるＢ社への

新株プレミアム相当の経済的利益の譲渡をしたものであり、原告が合理的に行動したとすれ

ば、Ｂ社から少なくとも滅失価値相当額に見合う対価を受領するか、Ｂ社からＡ社に対し増

資対価を払い込ませるかしたはずであるのに、無償で自己の資産の減少となる本件決議を行

い、対価を受領等しなかった原告の行為は、営利を目的とする法人の行為としては極めて不

自然・不合理な行為である。そして、原告は、本件決議を行うことにより、上記経済的利益

を未計上のまま何らの対価を得ることもなくＢ社に移転させたことは、原告の同利益にかか

る法人税を不当に減少させたものとして、法１３２条の「行為」に該当する。 

イ 法１３２条が憲法１４条１項に違反しないことは我が国の確立した判例・通説であり、

原告の適用違憲の主張も、法１３２条の解釈適用に関するものにすぎない。また、法１３２

条の税負担を「不当に減少させる」との不確定概念が課税要件明確主義に反するものではな

いことも最高裁判例において示されている（最高裁昭和５３年４月２１日第二小法廷判決・
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訟務月報２４巻８号１６９４頁）。 

（控訴審、東京高裁） 

ア 法１３２条１項１号の「行為」は，必ずしも法２２条２項の資産の譲渡等の取引に当た

る必要はなく，不当な法人税の減少をもたらす一切の行為がこれに当たる。本件増資決議に

おける議決権の行使は，法１３２条１項１号の行為に当たる。 

イ 本件において，被控訴人は，新株引受権を取得し，これをＢ社に額面額で譲渡したのと

同様の経済的効果を生じさせた。通常の経済人として採るべき合理的行為はＢ社から相当対

価を受領することであり，対価を受領しなかった被控訴人における法人税の負担は，通常の

経済人であれば採ったであろう行為に比較して減少している。 

 なお，時価発行は，株主の議決権割合は減少する（共益権は移転する）が，自益権は移 

転せず，本件増資と比較されるべき合理的行為とはいえない。 

 

＜判決＞ 

（第一審） 

平成 13 年 11 月９日 東京地裁（納税者勝訴） 

親会社の行為・計算ではないから、法人税法 132 条を適用することはできない。 

（控訴審） 

平成 16 年１月 29 日 東京高裁（原判決取消） 

争点１、すなわち、結果として子会社の支配権が移転しているから、法人税法 22 条 

の「無償による資産の譲渡」に該当する、ということで十分であり、法人税法 132 条

による否認は判断を要しない。 

（上告審） 

平成 18 年１月 24 日 最高裁第三小法廷（原審破棄差戻し） 

控訴審と同様（かかる記載はなし）。 

 

＜判決理由＞ 

（第一審、東京地裁） 

（１）本件更正処分の理由として法１３２条を適用すべき旨の被告の主張は、原告（旺文社）

自らの行為によりその保有するＡ社株式の資産価値がＢ社に移転したとの事実を前提とし

て、同資産価値の移転について法１３２条を適用して課税しようとするものである。しかし

ながら、原告の保有するＡ社株式の資産価値がＢ社に移転したことが、原告自らの行為によ

るものとは認められないことは、判示のとおりである。従って、被告の同主張については、

その余の点について判断するまでもなく理由がないことは明らかである。 

（２）また、被告は、同族会社の行為計算の否認に関して、「無償で自己の資産の減少とな

る本件決議を行い、対価を受領等しなかった原告の行為」が不自然、不合理な行為形態であ

るとして否認し、「Ｂ社から少なくとも滅失価値相当額に見合う対価を受領するか、Ｂ社に
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増資対価を払い込ませる」のが普通採ったであろう行為計算であると認めて法人税を課した

と主張する。 

 確かに、被告が「普通採ったであろう行為計算」として主張する行為計算のうち、原告が

《甲４》から直接に滅失価値相当額に見合う対価を受領するとの行為形態を選択していたな

らば、その対価は原告の益金となり法人税が課税されるのであるから、現に行われた行為形

態は、これに比べて原告の法人税を減少させるものと評価することが可能である。 

 

 しかしながら、被告主張の「普通採ったであろう行為計算」のうちの他方の行為、すなわ

ち、原告が株主総会においてＢ社に増資対価相当額を払い込ませる行為計算を選択した場合

の課税関係を検討すると、この場合はＡ社に発行される新株の実質的価値に見合う価額が払

い込まれているのであるから、原告については形式及び実質の両面において資産の増減がな

いし、Ｂ社も支払った対価に見合う価値の新株を取得した以上は従前有していた何らかの資

産が新株に形を変えたにすぎず、その資産に増減はないから、両者ともに益金は生じず法人

税が課されることはない。Ａ社については増資によって資産が増加しているが、これは資本

等取引に基づくものであるから益金には当たらず（法２２条２項）、やはり法人税は課され

ない。このように原告にはもともと法人税が課されないのであるから、他にいかなる行為計

算を採るかにかかわらず、法人税の負担を不当に減少させる余地はない。また、Ａ社及びＢ

社についてみると、現にされた行為では、Ａ社についてはその資産の増減が資本等取引に基

づくものとして課税されないことに変わりはないものの、Ｂ社については、被告の主張を前

提とすると、本来多額の価値のある新株を極めて低廉な価格で取得したのであるから、その

差額は益金となり、仮に同社が内国法人であれば当然に法人税が課されるにもかかわらず、

同社が外国法人であるために我が国の課税権が及ばないにすぎない。すなわち、原告を含め

た３社を通じてみると、 

むしろ、現にされた行為の方が法人税の負担を増加する可能性があったとさえいえるのであ

る。このように現にされた行為は、普通採ったであろう行為計算のうちのひとつと比較した

場合において、何ら法人税を減少させるものではないのであるから、他に想定される普通採

ったであろう行為計算との比較いかんにかかわらず、これを容認したとしても法人税の負担

を不当に減少させる結果となるとは認め難く、法１３２条適用の前提条件を欠くものである。 

（控訴審、東京高裁） 

 本件においては，当該争点に対する判断を要しない。すなわち、法法 132①一（同族会

社の行為否認規定が適用される。 

（上告審、最高裁） 

記載なし。 
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【争点３】 ～ 【争点６】 各株式の評価方法について 

 

以下において、法基通 9-1-14 は現 9-1-13、法基通 9-1-15 は現 9-1-14 に変更されている

が、判決文通りのままとする。 

＜納税者の主張＞ 

（第一審、東京地裁） 

（原告の主張） 

ア 本件決議によりＢ社が引受けたＡ社株式３０００株の時価は、被告が主張する時価算定

方式ではなく、法人税法基本通達９―１―１５により相続税財産評価基本通達に従って算定

すべきである。 

イ 仮に、法人税法基本通達９―１―１４（４）により算定する場合でも、《甲３》が直接・

間接に保有するＣ株式、Ｄ株式、株式会社Ｈ（以下「Ｈ」という。） 

株式は、配当還元価額方式によって算定すべきである。 

ウ 仮に、Ａ社が直接・間接に保有するＣ株式、Ｄ株式、Ｈ株式を時価純資産方式により算

定するとしても、清算所得に対する法人税等相当額（５１パーセント）の控除及びそれら３

社株式に付着した譲渡制限による減価をすべきである。 

 

（控訴審、東京高裁） 

ア 法人税基本通達９―１―１５による株式の評価その１ 

 法人税基本通達９―１―１４と同９―１―１５とは，いずれをも適用でき，本件において

は被控訴人に有利な後者を適用し，Ｃ株式及びＨ株式（Ｄ保有）の価額は配当還元方式，Ｄ

株式及びＩ株式（Ｄが保有する外国株式）は時価純資産価額方式を基礎として，Ａ社の資産

価額を算定すべきで，これによれば，被控訴人の有価証券に係る利益の計上もれは２４億４

０４８万０９７３円，法人税額は，７億８８８６万９８００円となる。 

イ 同その２ 

 Ｃ株式の評価を類似業種比準方式，Ｈ株式を配当還元価額方式，Ｉ株式及びＤ株式を時価

純資産価額方式により，各評価し，Ａ社の資産価額を算定すると，被控訴人の有価証券に係

る利益の計上もれは６９億００７９万７７２２円，法人税額は，２４億４０５８万１０００

円となる。 

ウ 同通達９―１―１４（３）による株式の評価 

 Ｃ株式及びＨ株式は，標記通達に基づき，類似業種比準方式により評価すべきで，これに

よりＩ株式及びＤ株式を評価し，ｂ社の資産価額を算定すると，被控訴人の有価証券に係る

利益の計上もれは８５億４２５９万４５９８円，法人税額は，３０億４８５５万９１００円

となる。 

エ 清算所得に対する法人税額等の控除 

 Ａ社の保有する株式をすべて時価純資産価額方式により評価する場合，日本法人ではない
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Ｉを除き，清算所得に対する法人税額等（本件増資当時５１％。財産評価基本通達１８５，

１８６―２）を控除すべきで，これによると，被控訴人の有価証券に係る利益の計上もれは

１７７億８４６５万６６８０円，法人税額は，６４億７１０１万０１００円となる。 

 

＜課税庁の主張＞ 

（第一審、東京地裁） 

（被告の主張） 

ア 被告は、Ａ株式の評価は、本件増資の払込が行われた平成７年２月１５日に最も近いＡ

の平成５年１０月１日から平成６年９月３０日までの事業年度の決算書を基に、純資産価額

方式により算定した。 

 法における取扱いとして、非上場株式のうち、いわゆる気配相場のないものについて、法

３３条２項を適用する場合の当該株式の価額は、売買実例のあるもの、公開途上にあるもの

等を除き、１株当たりの純資産価額等を参酌して通常取り引きされる価額によるものとして

取り扱われており、本件における上記算定は、有価証券の評価に関する法上の取扱いの指針

である法人税基本通達９―１―１５に従って適正に評価を行った結果であり、かつ合理的な

方法によるものであった。 

イ また、被告は、Ａが保有するＣ株式の１株当たり株式価額を５２９万９０００円と算定

したが、これは時価純資産方式による評価方法に基づき算定したもので、Ｃ株式に係る別の

取引価格に比して相当であることは明白である。 

 

（控訴審、東京高裁） 

ア Ａ社の純資産価額の算出 

（ア）気配相場のない非上場株式の価額評価の方法について，法人税基本通達９―１―１４

（平成１２年６月２８日付け課法２―７による改正前のもの。以下，同じ。）及びその特例

として同９―１―１５（上記平成１２年改正前のもの）が定められており，Ａ社の株式は，

独立当事者間の適当な売買実例がないこと，株式公開途上にはなく，公募等の価格がないこ

と，同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人がないことから，上記通達９―

１―１４（４）に基づき，時価純資産価額方式（資産負債を時価評価して純資産価額を算出

し，１株当たりの価額を算出する方法）により評価した。  

（イ）Ａ社の資産の大部分をしめるＣ株式及びＤ株式も，本件増資当時，いずれも非上場で

あり，同様に評価することとし，被控訴人の依頼により株式会社元マネージメントサービス

が平成７年３月１日現在で時価純資産価額方式により評価したＣ株式に係る株式評価書（甲

２３１），被控訴人の提出に係るＤ株式の１株当たりの純資産価額の計算明細書（２），Ｃ及

びＤ２社につき，平成５年４月１日から平成６年３月３１日までの事業年度の決算書，所有

土地を平成７年度の路線価の０．８で割り戻した価額（地価公示価額と同水準の価額とする

ため），保有する投資有価証券の，平成７年２月１５日の終値（上場株式），又は同年１月１
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６日から同年２月１５日までに取引のあった日の終値と気配相場の平均価額との合計額を

その合計日数で除した平均価額（店頭登録株式）を基礎に評価した。 

（ウ）上記により評価すると，Ａ社の純資産価額は，別紙の１表のとおり，ｉ１８８億５９

１４万１０００円，ｊ８２億５０００万円となり，その他の資産，負債を加減すると，同表

の５及び６のとおりである。 

（エ）上記に基づき，本件両処分の基礎となる被控訴人の所得金額，税額等を算定すると，

別紙の２表のとおりである。 

イ 被控訴人の主張について 

（ア）法人税基本通達９―１―１４ 

 標記通達又はその特例としての同９―１―１５のいずれかを納税者が自由に選択できる

（被控訴人の主張）ことはなく，後者は，財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付直資

５６・直審（資）１７）に定める評価方式の例によって算定しているときは，課税上の弊害

がない場合に限り，これを是認するというもので，課税上弊害がある場合には，前者が適用

される。 

 Ｃ及びＤは，含み益を有する土地を所有しており，上記通達９―１―１５を適用し，市場

価格ではなく路線価で評価することは株式の評価に関する課税上の弊害が生じるため，同９

―１―１４が適用される。 

（イ）清算所得に対する法人税額等の控除 

 清算所得に対する法人税額等の控除（５１％）は，時価純資産価額方式により評価する場

合，企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるため，しない。なお，財産評価基本通

達は，時価純資産価額方式により評価する場合に上記控除をする旨定めるが，個人が資産を

直接保有する場合と間接保有する場合との違いにより価値が異ならないように評価の均衡

を図る必要があるためである。 

（ウ）類似業種比準方式 

 被控訴人は，Ｃ及びＤ２社の株式の評価につき，上記通達９―１―１４が適用されるとし

ても，その（３）の類似業種比準方式によるべきで，上場している類似企業である日本テレ

ビ及び東京放送に比準して評価すべきである旨主張する。しかし，対象会社と日本テレビ及

び東京放送とは類似法人には当たらない。 
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＜判決＞ 

（第一審、東京地裁） 

原告(旺文社)の主張を認容。すなわち、Ａ株式 3,000 株の資産価値は、原告が現物出資し

た現物出資財産であるＣ株式及びＤ株式の原告における取得価額（簿価）に基づき評価して

いる。 

（控訴審、東京高裁） 

①Ａ社の保有するＣ株式及びＤ株式は、時価純資産価額（ただし、含み益のある所有土地は

路線価ではなく、路線価を０．８で割り戻した地価公示価額と同水準の価額で評価）によ

り評価すべきで、これに基づきＡ株式の資産価値を算定すべし。            

②これら株式の評価において、企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるのであるか

ら、清算所得に対する法人税額等は控除しないのが相当である。 

（上告審、最高裁） 

（１）Ａ社の保有するＤ株式の評価方法 

企業の継続を前提とした株式の評価を行う場合であっても，法人税額等相当額を控除して

算定された１株当たりの純資産価額は，平成７年２月当時において，一般には通常の取引に

おける当事者の合理的意思に合致するものとして，法人税基本通達（平成１２年課法２－７

による改正前のもの）９－１－１４（４）にいう「１株当たりの純資産価額等を参酌して通

常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。このように解釈される上記「１

株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によって株式の価額

を評価し，これを前提に法人の収益の額を算定することは，法人税法の解釈として合理性を

有するということができる。 

 そうであるとすると，平成７年２月当時におけるＤ放送の１株当たりの純資産価額の評価

において，企業の継続を前提とした価額を求める場合であることのみを根拠として，法人税

額等相当額を控除することが不合理であって通常の取引における当事者の合理的意思に合

致しないものであるということはできず，他に上記控除が上記の評価において著しく不合理

な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす事情がうかがわれない本件においては，こ

れを控除して１株当たりの純資産価額を評価すべきである。 

（２）Ｄ放送及びＩ社が保有するＨテレビ株式の評価方法 

 仮にＤ放送及びＩ社が保有するＨテレビ株式を配当還元方式により評価することに前記

の課税上の弊害があるとすれば，法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のも

の）９－１－１４（４）に基づき時価純資産価額方式により評価すべきことになる。この場

合には，財産評価基本通達（平成１１年課評２－１２，課資２－２７１による改正前のもの）

１８６－３の趣旨が妥当するところ，前記のとおり，Ｄ放送の純資産価額の算定において法

人税額等相当額を控除するのであるから，Ｈテレビの純資産価額については，重ねて法人税

額等相当額を控除することなく算定すべきである。 

（３）Ａ社の保有するＤ株式の評価方法 
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仮にＡ社が保有するテレビＣ株式を配当還元方式により評価することに前記の課税上の

弊害があるとすれば，テレビＣと事業の種類や収益の状況等において類似する法人がなかっ

たというのであるから，同株式を類似業種比準方式により評価するのは相当でなく，法人税

基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－１４（４）に基づき時価純

資産価額方式により評価すべきことになる。この場合には，法人税額等相当額を控除するこ

とが通常の取引における当事者の合理的意思に合致しないものであるかどうか，ひいては，

前記の課税上の弊害があるかどうかを判断するために，前記の上告人又はその主要株主と上

告人の子会社との間におけるテレビＣ株式の各売買からうかがわれる関係者の同株式の価

額についての認識等を審理すべきである。 

 

（差戻控訴審、東京高裁） 

（以下、「判例･裁決からみた 金融・証券・保険取引をめぐる税務事例」大蔵財務協会 管野浅

雄著 平成 21 年 1 月 30 日発行 Ｐ223～225 による。） 

Ｄ放送、Ｈテレビ、テレビＣの全ての株式について時価純資産価額方式により評価するが、

Ｄ放送株式の評価に当たっては、財基通が定める評価方式から法人税等相当額を控除すべき

である。その理由は以下のとおり。 

（１）両通達の適用関係 

 法基通１－１－１４（４）は、非上場株式で売買実例等がないものの評価につき、「当該

事業年度終了の時における当該株式の価額は、当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日

におけるその株式の発行法人の事業年度終了の日における１株当たりの純資産価額等を参

酌して通常取引されると認められる価額」によるものとしている。もっとも、このような一

般的、抽象的な評価方法の定めに基づいて株式の価額を算定することは困難であるから、法

基通９－１－１５は、財基通の定める非上場株式の評価方法を、原則として法人税課税にお

いても是認することを明らかにするとともに、この評価方法を無条件で法人税課税において

採用することには弊害があることから、財基通が定める非上場株式の評価方法を、株式発行

会社の有する土地を相続税路線価ではなく、時価で評価するなどの条件を付して採用するこ

ととしている。そして、財基通（平成 12 年課評２―４による改正前のもの）１８５が定め

る１株当たりの純資産価額の算定方法を法人税課税においてそのまま採用すると、相続税等

との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には、これを解消するための修正を加える

べきだが、このような修正をしたうえで同通達所定の１株当たりの純資産価額の算定方法に

のっとって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するも

のとして、法基通９－１－１４（４）、９－１－１５の定めは、法人税の収益を算定する前

提として株式を評価する場合においても合理性を有するものとして妥当するというべきで

ある。 
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（２）各株式の評価方法 

① Ｄ放送株式については、Ａ社が財基通上の同族会社に当たるので、配当還元方式又は類

似業種比準方式を採用することはできず、時価純資産価額方式により評価することになる。

そして、財基通１８５は、企業の継続を前提とした場合においても、１株当たりの純資産価

額の算定に当たり法人税等相当額を控除することとしており、これは、本件第三者割当増資

が行われた当時において、一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するもの

として、法基通９－１－１４（４）にいう「１株当たりの純資産価額を参酌して通常取引さ

れると認められる価額」に当たるというべきである。そこで、本件においては、関係者が

Ｄ放送株式について法人税等相当額を控除しないで評価する方が適切であることを認識し

ていたことを窺い知る証拠はないので、Ｄ放送株式の１株当たりの純資産価額の評価にお

いては、法人税等相当額を控除すべきである。 

② Ｈテレビ株式については、（イ）Ｄ放送の持株割合が 28.4%ないし 31.8%であり、同族の

筆頭株主に次ぐ株主であること、（ロ）Ｈテレビに役員を派遣していること、(ハ)Ｈテレビ

の経営方針について取締役会で協議していること、（ニ）時価純資産価額方式による評価額

と配当還元方式よる評価額とに相当な開差があること等の事実からすると、Ｄ放送は、単

に配当を期待してＨテレビの株式を保有していたとは認められないから、配当還元方式に

よって評価すると著しく不合理な結果を生じさせて課税上の弊害をもたらすことになる。

そして、Ｈテレビ株式には気配相場や独立当事者間の適切な売買事例がなく、同社と類似

する法人がなかったと認められるので、時価純資産価額方式で評価するのが相当である。

なお、Ｄ放送の純資産価額の算定において法人税等相当額を控除するので、財基通１８６

－３の趣旨からして、重ねて控除することはできない。 

③ テレビＣ株式については、（イ）Ａ社の持株割合が 20%を超えており、筆頭株主に次ぐ株

主であること、（ロ）テレビＣに役員を派遣していること、（ハ）テレビＣの事業と関係する

事業目的の子会社を設立していること、（ニ）時価純資産価額方式による評価額と配当還元

方式による評価額とに相当な開差があること等の事実から、Ａ社は、単に配当を期待して

テレビＣの株式を保有していたとは認められない。しかも、本件第三者割当増資直後に関

係会社間で時価純資産価額方式（法人税等相当額を控除しない）による評価額に近似する

価額で取引している事実があるので、配当還元方式によっては適正に評価できないことを

認識していたと認められる。したがって、配当還元方式によって評価すると著しく不合理

な結果を生じさせて課税上の弊害をもたらすと判断される。そして、テレビＣ株式には気

配相場や独立当事者間の適切な売買実例がなく、同社と類似する法人がないので、時価純

資産価額方式（法人税等相当額を控除しない）で評価するのが相当である。 
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＜判決の理由＞ 

（控訴審、東京高裁） 

（１）Ａ社の資産額 

ア Ａ社株式は，気配相場のない非上場株式で（弁論の全趣旨），評価の方法に関し，法人

税基本通達９―１―１４及びその特例である同９―１―１５が定められ（乙１３），後者は，

法人が財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付直資５６・直審（資）１７）に定める評

価方式の例によって株式の価額を算定しているときは，課税上の弊害がない場合に限り，原

則としてこれを是認するもので，会社の有する非上場株式の発行会社が極めて含み益の多い

土地を有する等の場合，財産評価基本通達の適用により，上記発行会社の土地が路線価で評

価され，株式が市場価格を反映せず，課税上弊害があるとして，適用されないのが課税実務

の取扱いであると認められる。上記理由に基づく通達の適用の区分は合理的な理由があると

認められ、本件についても，Ａ社は，含み益を有する土地を所有する（甲２３１，乙６９）

Ｃ株式及びＤ株式を保有しており，その株式の評価については同９―１―１４が適用される。 

イ Ａ社は，その株式につき，独立当事者間の適当な売買実例及び公募等がなく，株式公開

途上にもなく，同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人もない（弁論の全趣

旨）。このため，その評価は，前記通達９―１―１４（４）に基づき，時価純資産価額方式

（資産負債を時価評価して純資産価額を算出し，１株当たりの価額を算出する方法）に従っ

てすべきである。  

ウ Ａ社の保有するｉ及びｊの各株式も，本件増資当時非上場で，その評価は，Ａ社株式と

同様，同９―１―１４（４）に基づき，時価純資産価額方式に従ってすべきである。 

エ 上記により，また，平成７年３月１日現在で純資産価額方式により評価したＣ株式に係

る株式評価書（甲２３１）及びｊ株式の「１株当たりの純資産価額の計算明細書（２）」 

（乙６９），両社につき，同５年４月１日から平成６年３月３１日までの事業年度の決算書，

所有土地については同７年度の路線価に０．８で割り戻した地価公示価額と同水準の価額，

保有する投資有価証券について同７年２月１５日の終値（上場株式）を基礎とすると，Ｃ及

びＤの資産額は，別紙の１表のとおりと認められ，上記以外の資産及び負債も同表のとおり

で（弁論の全趣旨），Ａ社の純資産価額は，同表のとおり，２７２億９６３０万２２００円

と認められる（１ギルダー５８．１７円換算）。（甲２４９，弁論の全趣旨） 

（２）課税額の根拠となる所得額等 

ア 被控訴人は，従前，Ａ社の全株式（２００株）の表彰する上記資産額を保有していたが，

本件増資により，持株割合が２００／３２００株となり，３０００／３２００の資産を喪失

し，他方，Ｂ社は，３０３万０３０３ギルダー（１億７６２７万２７２５円相当）を払い込

み，ｂ社の資産の３０００／３２００を取得した。 

イ 上記に従えば，Ａ社の総資産につき，本件増資により，下記のとおり，被控訴人が喪失

した額（〔１〕）及びＢ社が取得した額（〔２〕）が算出され，被控訴人は，同額の所得を得，

これをＢ社に寄附したものとして，別紙の２表のとおり，所得額及び税額等が算出される。 

MJS／第35回 租税判例研究会（201010.22）



27 

〔１〕２７２億９６３０万２２００円－（２７２億９６３０万２２００円＋１億７６２７万

２７２５円）×２００／３２００＝２５５億７９２６万６２６６円 

〔２〕（２７２億９６３０万２２００円＋１億７６２７万２７２５円）×３０００／３２０

０－１億７６２７万２７２５円＝２５５億７９２６万６２６７円 

（３）被控訴人の主張について 

ア 法人税基本通達９―１―１５の適用 

 被控訴人につき，標記通達を適用すべきものでないことは，上記のとおりである。 

イ 類似法人比準方式 

 日本テレビ及び東京放送は，Ｈと類似法人といえず（乙６３，６４，甲１５９の３），Ｃ

株式とＨ株式（Ｄが保有する株式）の評価につき，類似するマスメディアを見出して比準さ

せるのを相当とする事実は認め難く，これによらなかったことに不相当な点はない。 

ウ 清算所得に対する法人税額等の控除 

 本件においては，企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるのであり，清算所得に

対する法人税額等を控除しないのが相当である。 

 

（上告審、最高裁） 

１．Ａ社の保有するＤ放送株式の評価方法について 

 法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－１４（４）は，法

人税法（平成１７年法律第２１号による改正前のもの）３３条２項の規定を適用して非上場

株式で気配相場のないものについて評価損を計上する場合に，当該株式に売買実例がなく，

その公開の途上になく，その発行法人と事業の種類，規模，収益の状況等が類似する法人が

ないときは，事業年度終了の時における当該株式の価額は，当該事業年度終了の日又は同日

に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における１株当たりの純資

産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額による旨を定めている。もっとも，こ

のような一般的，抽象的な評価方法の定めのみに基づいて株式の価額を算定することは困難

であり，他方，財産評価基本通達の定める非上場株式の評価方法は，相続又は贈与における

財産評価手法として一般的に合理性を有し，課税実務上も定着しているものであるから，こ

れと著しく異なる評価方法を法人税の課税において導入すると，混乱を招くこととなる。こ

のような観点から，法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－

１５は，財産評価基本通達の定める非上場株式の評価方法を，原則として法人税課税におい

ても是認することを明らかにするとともに，この評価方法を無条件で法人税課税において採

用することには弊害があることから，１株当たりの純資産価額の計算に当たって株式の発行

会社の有する土地を相続税路線価ではなく時価で評価するなどの条件を付して採用するこ

ととしている。したがって，財産評価基本通達（平成１２年課評２－４，課資２－２４９に

よる改正前のもの）１８５が定める１株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税におい

てそのまま採用すると，相続税や贈与税との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合に
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は，これを解消するために修正を加えるべきであるが，このような修正をした上で同通達所

定の１株当たりの純資産価額の算定方式にのっとって算定された価額は，一般に通常の取引

における当事者の合理的意思に合致するものとして，法人税基本通達（平成１２年課法２－

７による改正前のもの）９－１－１４（４）にいう「１株当たりの純資産価額等を参酌して

通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。そして，このように解され

る同通達９－１－１４（４），９－１－１５の定めは，法人の収益の額を算定する前提とし

て株式の価額を評価する場合においても合理性を有するものとして妥当するというべきで

ある。 

ところで，財産評価基本通達（平成１２年課評２－４，課資２－２４９による改正前のもの）

１８５が，１株当たりの純資産価額の算定に当たり法人税額等相当額を控除するものとして

いるのは，個人が財産を直接所有し，支配している場合と，個人が当該財産を会社を通じて

間接的に所有し，支配している場合との評価の均衡を図るためであり，評価の対象となる会

社が現実に解散されることを前提としていることによるものではない。したがって，営業活

動を順調に行って存続している会社の株式の相続及び贈与に係る相続税及び贈与税の課税

においても，法人税額等相当額を控除して当該会社の１株当たりの純資産価額を算定するこ

とは，一般的に合理性があるものとして，課税実務の取扱いとして定着していたものである。 

法人税基本通達については，平成１２年課法２－７による改正により，法人税課税における

１株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないことが規定される

に至ったのであって，この改正前の平成７年２月ころに，財産評価基本通達（平成１２年課

評２－４，課資２－２４９による改正前のもの）１８５が定める１株当たりの純資産価額の

算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が，法人税課税における評価に当てはまら

ないということを関係通達から読み取ることは，一般の納税義務者にとっては不可能である。

取引相場のない株式の取引は，法人税額等相当額を控除した純資産価額を上回る価額でされ

ることもあり得るが，一般にその取引の当事者は上記関係通達の定める評価方法に関心を有

するものであり，その評価方法が取引の実情に影響を与え得るものであったことは否定し難

く，これとかけ離れたところに取引通念があったということはできない。 

 したがって，企業の継続を前提とした株式の評価を行う場合であっても，法人税額等相当

額を控除して算定された１株当たりの純資産価額は，平成７年２月当時において，一般には

通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして，法人税基本通達（平成１２

年課法２－７による改正前のもの）９－１－１４（４）にいう「１株当たりの純資産価額等

を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。このように解釈

される上記「１株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」によ

って株式の価額を評価し，これを前提に法人の収益の額を算定することは，法人税法の解釈

として合理性を有するということができる。 

そうであるとすると，平成７年２月当時におけるＤ放送の１株当たりの純資産価額の評価に

おいて，企業の継続を前提とした価額を求める場合であることのみを根拠として，法人税額
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等相当額を控除することが不合理であって通常の取引における当事者の合理的意思に合致

しないものであるということはできず，他に上記控除が上記の評価において著しく不合理な

結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす事情がうかがわれない本件においては，これ

を控除して１株当たりの純資産価額を評価すべきである。 

これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。Ｄ放

送株式の評価方法の違法をいう論旨は，この趣旨をいうものとして理由がある。 

 

２．Ｄ放送及びＩ社が保有するＨテレビ株式の評価方法について 

（１）法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－１５は，前記

のとおり課税上弊害がない限りなどと留保を付した上で，財産評価基本通達の定める非上場

株式の評価方法を法人税課税においても採用している。 

前記事実関係等によれば，平成７年２月当時，Ｈテレビ株式は，非上場株式であり，気配相

場や独立当事者間の適当な売買実例がなく，その公開の途上になく，同社と事業の種類や収

益の状況等において類似する法人がなかったというのである。そして，原審における上告人

の主張によれば，そのころのＨテレビの株主の持株比率は，その筆頭株主が５１．１％ない

し４５．６％であり，Ｄ放送及びその同族関係者に当たるＩ社が合計２８．４％であり，し

たがって，Ｈテレビに対する関係において，上記筆頭株主は財産評価基本通達（平成１５年

課評２－１５，課資２－５，課審５－９による改正前のもの）１８８（１）にいう同族株主

に当たるが，Ｄ放送及びＩ社は同族株主に当たらないというのである。そうであるとすれば，

Ｄ放送及びＩ社が保有するＨテレビ株式は，同通達１８８（１）にいう「同族株主のいる会

社の株主のうち，同族株主以外の株主の取得した株式」に該当し，同通達１８８，財産評価

基本通達（平成１２年課評２－４，課資２－２４９による改正前のもの）１８８－２におい

ては配当還元方式により評価すべきこととなる。同通達が，上記株式の評価を配当還元方式

によることとしているのは，少数株主が取得した株式については，株主は単に配当を期待す

るにとどまるという実質を考慮したものである。 

もっとも，上告人の主張するＤ放送及びＩ社の合計持株比率は，同族株主に該当するかどう

かの基準である３０％を下回り，筆頭株主の持株比率に劣るものの，その割合は低いもので

はないから，事業経営への影響力の実情によっては，Ｄ放送及びＩ社が単に配当を期待して

Ｈテレビ株式を保有していたと評価するのが適当でないこともあると考えられ，そうである

とすれば，本件において同株式を配当還元方式により評価することが著しく不合理な結果を

生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合もあると考えられる。 

ところが，原審は，上記の持株比率や課税上の弊害について何ら審理判断することなく，Ｈ

テレビ株式を法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－１４

（４）に基づき時価純資産価額方式により評価すべきであるという結論を導いている。 

したがって，原審の上記判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

Ｈテレビ株式の評価方法の違法をいう論旨は，この趣旨をいうものとして理由がある。 
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（２）仮にＤ放送及びＩ社が保有するＨテレビ株式を配当還元方式により評価することに前

記の課税上の弊害があるとすれば，法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前の

もの）９－１－１４（４）に基づき時価純資産価額方式により評価すべきことになる。この

場合には，財産評価基本通達（平成１１年課評２－１２，課資２－２７１による改正前のも

の）１８６－３の趣旨が妥当するところ，前記のとおり，Ｄ放送の純資産価額の算定におい

て法人税額等相当額を控除するのであるから，Ｈテレビの純資産価額については，重ねて法

人税額等相当額を控除することなく算定すべきである。 

 

３．Ａ社が保有するテレビＣ株式の評価方法について 

（１）前記事実関係等によれば，平成７年２月当時，テレビＣ株式は，非上場株式であり，

気配相場や独立当事者間の適当な売買実例がなく，その公開の途上になく，同社と事業の種

類や収益の状況等において類似する法人がなかったというのである。そして，原審における

上告人の主張によれば，そのころのテレビＣの株主の持株比率は，その筆頭株主のグループ

が３８．３％であり，Ａ社及びその同族関係者が合計２１．４％であり，したがって，テレ

ビＣに対する関係において，上記グループの株主は財産評価基本通達（平成１５年課評２－

１５，課資２－５，課審５－９による改正前のもの）１８８（１）にいう同族株主に当たる

が，Ａ社は同族株主に当たらないというのである。そうであるとすれば，同社が保有するテ

レビＣ株式は，同通達１８８（１）にいう「同族株主のいる会社の株主のうち，同族株主以

外の株主の取得した株式」に該当し，同通達１８８，財産評価基本通達（平成１２年課評２

－４，課資２－２４９による改正前のもの）１８８－２においては配当還元方式により評価

すべきこととなる。 

もっとも，記録によれば，〔１〕上告人は，平成７年３月１日，１００％出資の子会社であ

る株式会社Ｊを設立したこと，〔２〕上告人は，同月１３日，株式会社Ｊに対し，テレビＣ

株式１２４２株を１株当たり５４０万円で譲渡したこと，〔３〕同価額は，上告人が株式会

社Ｋに依頼して評価させた同月１日時点の同株式の時価純資産価額方式による評価額を基

に算定されたこと，〔４〕上告人の主要株主である財団法人Ｌは，同月２４日，株式会社Ｊ

に対し，テレビＣ株式３３５株を１株当たり５４０万円で譲渡したこと，以上の事実は当事

者間に争いがなく，また，上記評価額は，法人税額等相当額を控除することなく算定された

ことがうかがわれる。そうであるとすれば，上記のテレビＣ株式の各売買において譲渡価額

が１株当たり５４０万円とされたのが，同株式を時価よりも高額で売買するという特別の目

的によるものでない限り，上記各売買の当事者は，同株式を配当還元方式により評価するよ

りも時価純資産価額方式（法人税額等相当額を控除しない。）による方が適切であること，

すなわち，同株式の価額を単に配当を期待して株式を保有する株主に妥当する配当還元方式

によっては適正に評価することができないことを認識していたものというべきである。そう

すると，上記各売買に近接した時期における上告人の１００％出資の子会社であるＡ社の認

識も同様であった可能性があり，同社の認識がそのようなものであるとすれば、本件におい
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て同社の保有するテレビＣ株式を配当還元方式により評価することが著しく不合理な結果

を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合もあると考えられる。 

ところが，原審は，上記の持株比率や課税上の弊害について何ら審理判断することなく，テ

レビＣ株式を法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－１４

（４）に基づき時価純資産価額方式により評価すべきであるという結論を導いている。なお，

原審は，テレビＣが含み益を有する土地を所有することを摘示しているが，このことは，相

続税基本通達にのっとり，同土地の相続税路線価を基に算定した１株当たりの純資産価額に

よってテレビＣ株式を評価することを不合理とする理由とはなるが，配当還元方式による評

価を直ちに不合理とするものではない。  

したがって，原審の上記判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

テレビＣ株式の評価方法の違法をいう論旨は，この趣旨をいうものとして理由がある。 

（２）仮にＡ社が保有するテレビＣ株式を配当還元方式により評価することに前記の課税上

の弊害があるとすれば，前記のとおり，テレビＣと事業の種類や収益の状況等において類似

する法人がなかったというのであるから，同株式を類似業種比準方式により評価するのは相

当でなく，法人税基本通達（平成１２年課法２－７による改正前のもの）９－１－１４（４）

に基づき時価純資産価額方式により評価すべきことになる。この場合には，法人税額等相当

額を控除することが通常の取引における当事者の合理的意思に合致しないものであるかど

うか，ひいては，前記の課税上の弊害があるかどうかを判断するために，前記の上告人又は

その主要株主と上告人の子会社との間におけるテレビＣ株式の各売買からうかがわれる関

係者の同株式の価額についての認識等を審理すべきである。 

 

（差戻控訴審、東京高裁） 

アトランティック社の資産額についての検討 

（１）本件増資当時、〔１〕アトランティック社は、全国朝日放送株式三五五九株及び文化放

送株式一五万株を保有するほか、別紙一の３、４記載の額の資産及び負債があること、〔２〕

上記文化放送は、フジテレビ株式一万〇〇二〇株とＪＧＩ社株式二〇〇株を保有し、ＪＧＩ

社は、フジテレビ株式四五〇〇株を保有していることが認められる。 

 

（２）ところで、国税庁長官の発出した昭和四四年五月一日付け直審（法）二五「法人税基本

通達」（平成一二年課法二―七による改正前のもの）９－１－１４（４）は、「売買実例のあ

るもの」、「公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出が

行われるもの」、「売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益

の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの」などに該当しない非上場株式で気配

相場のないものにつき、法（平成一七年法律第二一号による改正前のもの）三三条二項の規

定を適用する場合の事業年度終了の時における当該株式の価額は、当該事業年度終了の日又

は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における一株当たり
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の純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額によるものとしている。上記通

達の定める非上場株式の評価方法は、相続又は贈与における財産評価方法として一般的に合

理性を有し、課税実務上も定着しているところである。しかし、このような評価方法を無条

件で法人税課税において採用すると弊害が生ずるので、同通達９－１－１５は、財産評価基

本通達の定める非上場株式の評価方法を、一株当たりの純資産価額の計算に当たって株式の

発行会社の有する土地を相続税路線価でなく、時価で評価するなどの条件を付して採用する

ことにしている。そして、財産評価基本通達（平成一二年課評二―四、課資二―二四九によ

る改正前のもの）１８５が定める一株当たりの純資産価額の算定方式を法人課税においてそ

のまま採用すると、相続税等との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には、これを

解消する修正を加えるべきであるが、このような修正をした上で同通達所定の一株当たりの

純資産価額の算定方法にのっとって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の

合理的意思に合致するものとして、法人税基本通達（平成一二年課法二―七による改正前の

もの）９－１－１４（４）にいう「一株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると

認められる価額」に当たるというべきである。以上のような同通達９－１－１４（４）、９

－１－１５の定めは、法人の収益の額を算定する前提として株式の価額を評価する場合にお

いても、合理性を有するものとして妥当すると解することができる。 

 そこで、次項以下において、このような前提で、文化放送株式、フジテレビ株式、全国朝

日放送株式の評価方法について検討する。 

 

（３）文化放送株式の評価方法について 

 財産評価基本通達（平成一二年課評二―四、課資二―二四九による改正前のもの）１８５

は、企業の継続を前提とした場合においても、一株当たりの純資産価額の算定に当たり法人

税額等相当額を控除することとしており、これは、平成七年二月当時において、一般に通常

の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして、法人税基本通達（平成一二年課

法二―七による改正前のもの）９－１－１４（４）にいう「一株当たりの純資産価額等を参

酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。そして、このような

価額によって株式の価額を評価し、これを前提に法人の収益の額を算定することは、法人税

法の解釈として合理性を有するといい得る。そこで、本件においては、関係法人が文化放送

株式について法人税等相当額を控除しない方式で評価する方が適切であると認識していた

ことを窺い知る証拠はないから、文化放送の一株当たりの純資産価額の評価においては、法

人税額等相当額を控除すべきである。 

 

（４）文化放送及びＪＧＩ社が保有するフジテレビ株式の評価方法について 

 平成七年二月当時、フジテレビ株式は、非上場株式であり、気配相場や独立当事者間の適

当な売買実例がなく、その公開の途上になく、同社と事業の種類や収益の状況等において類

似する法人がなかったと認められる。次に、平成七年二月当時における文化放送及びその同
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族関係者に当たるＪＧＩ社のフジテレビの株式の持株割合は、二八・四％ないし三一・八％

であり、他方その筆頭株主の持株割合は、五一・一％ないし四五・六％であることが認めら

れる。すると、文化放送及びＪＧＩ社は、財産評価基本通達（平成一五年課評二―一五、課

資二―五、課審五―九による改正前のもの）１８８（１）の同族会社に当たらず、文化放送

及びＪＧＩ社が保有するフジテレビ株式は、同通達１８８（１）にいう「同族株主のいる会

社の株主のうち、同族株主以外の株主が取得した株式」に当たるから、同通達１８８、財産

評価基本通達（平成一〇年課評二―五、課資二―二四〇による改正前のもの）１８６－２に

おいては、配当還元方式により評価すべきこととなる。 

 しかし、文化放送及びＪＧＩ社が保有するフジテレビ株式の割合は、二八・四％ないし三

一・八％であることからすると、文化放送及びＪＧＩ社が単に配当を期待してフジテレビ株

式を保有していたといえないこともあり、このような場合には、同株式を配当還元方式によ

って評価することが著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合も

あると考えられる。 

 そこで、フジテレビ株式を配当還元方式によって評価することが著しく不合理な結果を生

じさせないかどうかについて検討すると、《証拠略》によれば、（ア）文化放送は、フジテレ

ビの設立に関与し、筆頭株主に次ぐ株主グループとして、文化放送の代表取締役の峰岸慎一

及び取締役の赤尾一夫が取締役に就任していたこと、（イ）平成七年三月のフジテレビの第

三者割当増資の際、上記峰岸及び赤尾が株式の割当てを受けたこと、（ウ）文化放送では、

同業のフジテレビの経営方針について取締役会で協議をするなど、同社の事業経営に関心を

有していたといい得ること、（エ）フジテレビ株式を配当還元方式で評価すると一株につき

約六万円であるのに対し、時価純資産価額方式で評価すると二六五万円であること、（オ）

被控訴人は、本件増資のころ、そのメディア事業の一環として、一〇〇％出資の株式会社旺

文社メディアを設立し、テレビ・ラジオ等の情報媒体の企画・制作及び販売等を事業目的と

していたことが認められる。 

 このような事実によると、フジテレビの二八・四％ないし三一・八％の持株割合があり、

筆頭株主グループに次ぐ株主グループであった文化放送及びＪＧＩ社が単に配当を期待し

てフジテレビ株式を保有していたと解することは相当でなく、文化放送及びＪＧＩ社は、フ

ジテレビの事業経営につき上記持株割合に基づく影響力を有していたと推認するのが相当

である。そして、本件増資当時、アトランティック社が被控訴人の一〇〇％出資のいわゆる

ペーパーカンパニーであったことは、前記第三の一記載のとおりである。したがって、文化

放送及びＪＧＩ社が保有していたフジテレビ株式を配当還元方式によって評価すると著し

く不合理な結果を生じさせて課税上の弊害をもたらすということができ、そして、上記のよ

うにフジテレビ株式は非上場株式であり、気配相場や独立当事者間の適当な売買実例がなく、

その公開の途上になく、同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人がなかった

と認められるから、上記フジテレビ株式は時価純資産価額方式で評価するのが相当である。

なお、上記のように文化放送の純資産価額の算定において法人税額等相当額を控除するから、
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フジテレビの純資産価額については、重ねて法人税額等相当額を控除することなく、これを

算定すべきである。 

 

（５）アトランティック社が保有する全国朝日放送株式の評価方法について 

 平成七年二月当時全国朝日放送株式は、非上場株式であり、気配相場や独立当事者間の適

当な売買実例がなく、その公開の途上になく、同社と事業の種類や収益の状況等において類

似する法人がなく、そして、上記当時におけるアトランティック社及びその同族関係者の全

国朝日放送株式の持株割合は、二一・四％であり、他方その筆頭株主の持株割合は、三八・

三％であることが認められる。すると、アトランティック社及びその同族関係者は、財産評

価基本通達（平成一五年課評二―一五、課資二―五、課審五―九による改正前のもの）１８

８（１）の同族会社に当たらず、アトランティック社及びその同族関係者が保有する全国朝

日放送株式は、同通達１８８（１）にいう「同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以

外の株主が取得した株式」に当たるから、同通達１８８、財産評価基本通達（平成一〇年課

評二―五、課資二―二四〇による改正前のもの）１８６－２においては、配当還元方式によ

り評価すべきこととなる。 

 しかし、アトランティック社及びその同族関係者が保有する全国朝日放送株式の割合が二

一・四％であることからすると、アトランティック社が単に配当を期待して全国朝日放送株

式を保有していたといえないこともあり、このような場合には、同株式を配当還元方式によ

って評価することが著しく不合理な結果を生じさせるなど、課税上の弊害をもたらす場合も

あると考えられる。  

 そこで、全国朝日放送株式を配当還元方式によって評価することが著しく不合理な結果を

生じさせないかどうかを検討すると、前記争いのない事実等、《証拠略》によれば、（ア）本

件増資当時、アトランティック社とその同族関係者は、筆頭株主グループに次ぐ株主グルー

プとして、その代表取締役の赤尾一夫が取締役に就任していたこと、（イ）全国朝日放送株

式を配当還元方式で評価すると一株につき八万円であるのに対し、時価純資産価額方式で評

価すると五二六万九三八四円であることが認められる。そして、本件増資のころ、（ウ）被

控訴人が、メディア事業の一環として、テレビ・ラジオ等の情報媒体の企画・制作及び販売

等を事業目的とする一〇〇％出資の会社を設立したこと、（エ）アトランティック社が被控

訴人の一〇〇％出資のいわゆるペーパーカンパニーであったことは、前記のとおりである。

加えるに、被控訴人が平成七年三月一三日に全国朝日放送の株式一二四二株を一株五四〇万

円で株式会社旺文社メディア（被控訴人が一〇〇％出資の子会社）に売却したことは、当事

者間に争いがなく、《証拠略》によれば、上記全国朝日放送株式の売買に当たり、被控訴人

と株式会社旺文社メディアは、元マネジメントサービスによる同株式の時価純資産価額方式

による評価に沿い、法人税等相当額を控除することなく売買代金額を算定したこと、さらに、

被控訴人は、〔１〕平成七年九月二九日、旺文社パシフィック株式会社株式七八万株を一株

五一〇円で旺文社パシフィック株式会社新宿に売却した際、〔２〕平成八年九月三〇日、株
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式会社オービーエスエディタ株式四〇〇株を一株二六六万一〇〇〇円、株式会社旺文社ロジ

スティックス株式二〇〇株を一株二九〇万九〇〇〇円で株式会社旺文社インタラクティブ

に売却した際、〔３〕同日、株式会社旺文社インタラクティブ株式四三〇〇株を一株二八万

八〇〇〇円で旺文社パシフィック株式会社から取得した際も、元マネジメントサービスによ

る株式評価に沿い法人税相当額を控除することなく売買代金額が算定されたことが認めら

れる。 

 以上のような事実によれば、アトランティック社が単に配当を期待して全国朝日放送株式

を保有していたと解するのは相当ではなく、アトランティック社は、全国朝日放送の事業経

営につき上記持株割合に基づく影響力を有していたと推認するのが相当であり、しかも、被

控訴人と株式会社旺文社メディアは、平成七年三月一三日に全国朝日放送の株式一二四二株

を一株五四〇万円で売買したのは、同株式を配当還元方式で評価するよりも時価純資産価額

方式（法人税等相当額を控除しない。）による方が適切であることを認識していたものとい

うことができ、被控訴人の一〇〇％出資の子会社であるアトランティック社も同様の認識で

あったと推認することができる。したがって、全国朝日放送株式を配当還元方式で評価する

と著しく不合理な結果を生じさせて課税上の弊害をもたらすということができ、そして、上

記のように、全国朝日放送株式は非上場株式であり、気配相場や独立当事者間の適当な売買

実例がなく、その公開の途上になく、同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法

人がなかったから、同社の株式は時価純資産価額方式によって評価するのが相当である。 

（６）なお、《証拠略》によれば、ＪＧＩ社株式も法人税額等相当額を控除せず、時価純資

産価額方式で評価するのが相当であると認められる。 

（７）ところで、被控訴人は、全国朝日放送株式とフジテレビ株式は類似業種比準方式によ

って評価するべきであると主張する。しかし、本件全証拠によっても、上記二社と類似する

法人といい得るような法人は認められない。また、被控訴人は、ＪＧＩ社を除き清算所得に

対する法人税額等の控除を主張するが、本件においては、企業の継続を前提とした価値を求

めるべきものであるから、清算所得に対する法人税額等を控除しないのが相当である。 

 

結論 （以下、「判例･裁決からみた 金融・証券・保険取引をめぐる税務事例」大蔵財務協会 管

野浅雄著 平成 21 年 1月 30 日発行 Ｐ225～227 による。） 

 

判決は、Ｄ放送株式については法人税等相当額を控除して評価すべし、テレビＣ株式及び

Ｈテレビ株式については、法人税等相当額を控除しないで評価すべしと判断している。 

最高裁は、Ａ社の第三者割当増資により、旧株主である旺文社の資産価値が新株主Ｂ社に

移転しており、旧株主及びＡ株式の役員が新株主の役員も兼ねている等の事実から、本件第

三者割当による旧株主から新株主に対する資産価値の移転は、旧株主が具体的に認識できる

資産価値を、新旧株主双方合意のもと、新株主に移転したものであるから、法人税法 22 条

2 項に規定する｢無償による取引｣に当たると判断したが、資産価値の評価についての審理が
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不十分であるとして、課税庁の更正金額を是認した東京高裁の判決を破棄し、本件を原審

に差し戻している。 

 資産価値の評価については、Ａ社の保有する各株式が売買実例等のない非上場株式である

ことから、財産評価基本通達が定める非上場株式の評価方式を採用できるか否か、すなわち、

財基通の準要を認める法基通９－１－１５を適用することに課税上弊害がないかどうか、仮

に課税上弊害があるとした場合、法基通９－１－１４（４）にいう「1株当たりの純資産価

額等を参酌して通常取引されると認められる価額」をどのようにして算定すべきか、とりわ

け、企業の継続を前提とした株式の評価を行う場合においても法人税額等相当額を控除して

評価することができるかが争点となったものです。 

 最高裁及び差戻審は、法基通は財基通が定める非上場株式の評価方法を一定の条件を付

して法人税課税においても是認することを明らかにしていたのであるから「財基通１８５

が定める 1 株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税においてそのまま採用すると、

相続税等との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には、これを解消する修正を加

えるべきであるが、このような修正をしたうえで同通達所定の 1 株当たりの純資産価額の

算定方法にのっとって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合意的意思

に合致するものとして、法基通９－１－１４（４）にいう「1 株当たりの純資産価額等を参

酌して通常取引されると認められる価額｣に当たるというべきである。」と判示している。

法人税等相当額の控除についても、当該控除の趣旨を踏まえ、同通達が定めるとおりに控除

することが、一般的には通常の取引における当事者の合意的意思に合致するということがで

きるとしている。 

 そのうえで判決は、Ｄ株式については、法人税等相当額を控除しないで評価する方が適

切であることを認識していたことを窺い知る証拠はないから、財基通が定めるとおり、時

価純資産価額から法人税等相当額を控除して評価すべきとしたが、Ｈテレビ及びテレビＣ

の各株式については、株式保有の実態と関連する株式売買などから窺われる関係者の価額

に対する認識等からして、財基通の例により評価することは当事者の合理的意思に合致せ

ず、課税上の弊害をもたらすから配当還元方式ではなく、時価純資産価額方式（法人税等

相当額は控除しない）により評価すべきと判断している。 

 なお、この判決がＤ株式について法人税等相当額を控除して評価すべきとしたのは、平成

7年当時の通常の取引における当事者の合理的意思を踏まえて判断したものであるから、法

人税等相当額を控除しない旨明記された平成 12 年以降の非上場株式の評価に当てはまらな

いことはいうまでもない。 
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⑤Ｃ株式売却＠540万円

⑥Ｃ株式売却＠540万円

④設立
理事長：甲 　取・相談役：甲 （100%） 代取　：甲

評議員：乙 　代表取締役：乙 監査役：乙

（日本） ②設立（100%） ①設立200株引受け（100%）

③により100%→6.25%へ

（オランダ） ⑧Ｃ株式売却
　'＠672万円

⑦Ｃ株式売却

取締役：甲 代表取締役：乙  '@ 804万円 取締役：甲

取締役：乙 代表取締役：甲 取締役：乙

法人税法22②無償取引による資産の譲渡等（寄附金課税）があるか否か

タックスヘイブン課税の対象取引

（結果、0%→93.75％）

Ｂ社
（ｱｽｶﾌｧﾝﾄﾞ社）

Ｄ放送100％子会社

１．オウブンシャ事件　取引関係図

Ⅹ社
（旺文社）

Ａ社

（ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ社）

財団法人Ｅ

③新株割当て3,000株

Ｊ社
（旺文社メディア）

49.6%

Ⅰ社（*3）
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